
 

議第１号 

 

令和８年度各務原市一般会計予算 

 

 

令和８年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,040,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、12,000,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に

計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

と定める。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長    浅 野  健 司     
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第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２３，５０７，０５１

1 市民税  １０，２８９，８２７

2 固定資産税  １０，３９７，８１１

3 軽自動車税  ３９６，２６１

4 市たばこ税  ７３０，０００

6 入湯税  １，４００

7 都市計画税  １，６８６，０７３

8 旧法による税  ５，６７９

2 地方譲与税  ４４０，４３０

1 地方揮発油譲与税  ９０，０００

2 自動車重量譲与税  ３３０，０００

4 森林環境譲与税  ２０，４３０

3 利子割交付金  ３５，０００

1 利子割交付金  ３５，０００

4 配当割交付金  ２０９，０００

1 配当割交付金  ２０９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ２５４，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ２５４，０００

6 法人事業税交付金  ３５５，０００

1 法人事業税交付金  ３５５，０００

7 地方消費税交付金  ４，１００，０００

1 地方消費税交付金  ４，１００，０００

8 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

款 項

 一般会計

(単位：千円)

金    額

1 ゴルフ場利用税交付金  １５，０００

9 環境性能割交付金  ４，０００

1 環境性能割交付金  ４，０００

10 国有提供施設等所在市町村  ４１０，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ４１０，０００

助成交付金

11 地方特例交付金  ２３２，４３６

1 地方特例交付金  ２３０，０００

2 新型コロナウイルス感染症  ２，４３６

対策地方税減収補塡特別交

付金

12 地方交付税  ４，２５０，０００

1 地方交付税  ４，２５０，０００

13 交通安全対策特別交付金  １２，０００

1 交通安全対策特別交付金  １２，０００

14 分担金及び負担金  ２４３，４４２

2 負担金  ２４３，４４２

15 使用料及び手数料  ５０７，１７５

1 使用料  ３２９，１２５

2 手数料  １７８，０５０

16 国庫支出金  １２，０４６，７０６

1 国庫負担金  ８，９６３，７６９

款 項

 一般会計
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(単位：千円)

金    額

2 国庫補助金  ２，９８４，９６８

3 委託金  ９７，９６９

17 県支出金  ５，４０６，１０４

1 県負担金  ３，４３６，２５４

2 県補助金  １，７０４，７０１

3 委託金  ２６５，１４９

18 財産収入  ２０５，２３４

1 財産運用収入  １６２，９０２

2 財産売払収入  ４２，３３２

19 寄附金  ４５１，０００

1 寄附金  ４５１，０００

20 繰入金  ２，１５７，１７７

1 基金繰入金  ２，１５０，０００

2 特別会計繰入金  ７，１７７

21 繰越金  ８５０，０００

1 繰越金  ８５０，０００

22 諸収入  １，５２９，１４５

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，０１６

2 市預金利子  ５，３６５

3 貸付金元利収入  １０５，７００

4 受託事業収入  １４８，７８３

6 雑入  １，２４９，２８１

23 市債  ４，８２０，１００

款 項

 一般会計

(単位：千円)

金    額

1 市債  ４，８２０，１００

 ６２，０４０，０００歳　　入　　合　　計

款 項

 一般会計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３５１，７９２

1 議会費  ３５１，７９２

2 総務費  ５，１２０，７２８

1 総務管理費  ３，９６４，７８０

2 徴税費  ７３２，４３４

3 戸籍住民基本台帳費  ２９３，５３９

4 選挙費  ４７，５０９

5 統計調査費  ４３，３２０

6 監査委員費  ３９，１４６

3 民生費  ２１，１６５，５６８

1 社会福祉費  ７，６１９，４２９

2 高齢福祉費  ７２１，８２０

3 児童福祉費  １０，８７４，７７０

4 生活保護費  １，８９７，０１２

5 国民年金費  ４４，１５５

6 災害救助費  ８，３８２

4 衛生費  ４，３９１，２７３

1 保健衛生費  １，５３６，４３３

2 環境費  ２，８５４，８４０

5 労働費  ８２，０８０

1 労働諸費  ８２，０８０

6 農林水産業費  ４５０，９４６

1 農業費  １４６，１０９

款 項

 一般会計

(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ３７，９１５

3 農地費  ２０９，８３５

4 林業費  ５７，０８７

7 商工費  ８９２，５６３

1 商工費  ８９２，５６３

8 土木費  ４，０７０，９３４

1 土木管理費  ２９０，１８７

2 道路橋梁費  １，８５２，７７１

3 河川費  １０５，５４８

4 都市計画費  １，４９１，９４６

5 住宅費  ３３０，４８２

9 消防費  ２，２０４，８８０

1 消防費  ２，２０４，８８０

10 教育費  １１，８２０，５８８

1 教育総務費  １，４５３，９１３

2 小学校費  ２，２７８，０１４

3 中学校費  ７３０，０７１

4 特殊学校費  １９３，８５９

5 幼稚園費  １，９４４，１４８

6 社会教育費  １，２２１，６１９

7 保健体育費  ３，９９８，９６４

12 公債費  ４，６８７，７３４

1 公債費  ４，６８７，７３４

款 項

 一般会計
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ６，７５０，９１４

2 繰出金  ６，６２８，９３５

3 基金費  １２１，９７９

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ６２，０４０，０００

款 項

歳　　出　　合　　計

 一般会計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

会 議 録 等 作 成 業 務 委 託 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

６５９

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 機 能 拡 充 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１１年度まで

２,７７２

Ｒ Ｐ Ａ 運 用 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３,９６０

Ａ Ｉ － Ｏ Ｃ Ｒ 運 用 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,３２０

公共施設予約システム更新・運用事業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１３年度まで

２８,６９３

共 用 地 図 デ ー タ 更 新 整 備 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

６４,７５８

市民税当初賦課帳票出力業務委託事業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３,５８０

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

３,４６９

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２５０

県 議 会 議 員 選 挙 公 営 ポ ス タ ー
掲 示 板 設 置 等 事 業

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１,６２７

高 齢 者 福 祉 施 設 改 修 等 整 備 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２５３,２２８

環 境 基 本 計 画 策 定 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２,６６２

市 営 斎 場 空 調 設 備 更 新 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

８８,８００

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

２９,０００

一般会計

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

道 路 維 持 補 修 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１２０,０００

緊 急 対 策 踏 切 改 良 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

１８０,０００

公 共 用 地 等 取 得 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１７年度まで

１００,０００

学 び の 森 プ ロ ム ナ ー ド
イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 設 置 事 業

令 和 ８ 年 度 か ら
令和１２年度まで

２４,０００

感 染 性 廃 棄 物
処 分 等 業 務 委 託 事 業

令 和 ８ 年 度 か ら
令和１１年度まで

２,６７３

小 学 校 受 変 電 設 備 改 修 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

６０,５７６

図 書 館 シ ス テ ム 運 用 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１３年度まで

１５,７８５

市 民 プ ー ル 用 地 取 得 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１１年度まで

２４７,７５６

一般会計
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

　 

 

　 

 

年7.0％以内

保 健 衛 生 施 設 等 情 報
基 盤 整 備 事 業

２,９００

１２５,６００

４４,２００

起債の方法

戸 籍 住 民 基 本 台 帳
情 報 基 盤 整 備 事 業

産 業 文 化 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

庁舎等情報基盤整備事業

学習等供用施設整備事業 １２７,７００

福 祉 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

６１,３００

福祉の里施設整備事業 ２５,５００

保 育 所 整 備 事 業 ２０４,９００

あさひ子ども館整備事業 ７７,９００

慈 光 園 整 備 事 業 １１８,７００

１５,１００
高 齢 福 祉 情 報
基 盤 整 備 事 業

４,４００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財

政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率

一般会計

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

１０,９００

９８,７００

街 区 公 園 整 備 事 業 ８５,４００

３５８,３００

航 空 宇 宙 博 物 館
施 設 整 備 事 業

火 葬 場 整 備 事 業

ごみ処理施設整備事業

都 市 再 生 整 備 事 業

一 般 会 計 出 資 債
（ 水 道 事 業 ）

２７１,７００

排 水 路 改 良 事 業

道 路 橋 梁 事 業 ７２７,１００

３１,６００

５４,６００

年7.0％以内

起債の方法

し尿処理施設整備事業 ９,１００

農 業 基 盤 整 備 事 業 １６,９００

産業振興施設整備事業 １,９００

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財

政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率

一般会計
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

４,２００
特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 事 業

１６０,２００
教 育 施 設 情 報
基 盤 整 備 事 業

１３２,６００

消 防 施 設 整 備 事 業 ９４,３００

社会教育施設整備事業 ３８,０００

図 書 館 整 備 事 業 ２,９００

総 合 体 育 館 等
施 設 整 備 事 業

５４９,５００

体 育 施 設 整 備 事 業 ８５,０００

学 校 給 食 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

１００,６００

起債の方法

年7.0％以内

文 化 財 施 設 整 備 事 業 ３,５００

１,１７４,９００小 学 校 施 設 整 備 事 業

中 学 校 施 設 整 備 事 業

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財

政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。

普通貸借

又は

証券発行

ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率

一般会計
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議第２号 

 

令和８年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

令和８年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,830,635千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、250,000千

円と定める。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長    浅 野  健 司      
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第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ２，６４５，１３０

1 国民健康保険料  ２，６４５，１３０

2 使用料及び手数料  ３０１

1 手数料  ３０１

3 国庫支出金  ５０

1 国庫補助金  ５０

4 県支出金  ８，９２７，９７０

1 県補助金  ８，９２７，９７０

5 財産収入  ２，０００

1 財産運用収入  ２，０００

6 繰入金  １，１４２，１８４

1 他会計繰入金  ８１４，１０５

2 基金繰入金  ３２８，０７９

7 繰越金  １００，０００

1 繰越金  １００，０００

8 諸収入  １３，０００

1 延滞金及び過料  １，９９０

2 預金利子  １０

3 雑入  １１，０００

 １２，８３０，６３５

款 項

歳　　入　　合　　計

 国民健康保険事業特別会計

     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ９２，７１１

1 総務管理費  ９２，７１１

2 保険給付費  ８，７３４，６３０

1 保険給付費  ８，７３４，６３０

3 国民健康保険事業費納付金  ３，６１７，２３８

1 国民健康保険事業費納付金  ３，６１７，２３８

4 保健事業費  １８６，０５６

1 特定健康診査等事業費  ８９，１００

2 保健事業費  ９６，９５６

5 諸支出金  １００，０００

1 償還金  １００，０００

6 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １２，８３０，６３５歳　　出　　合　　計

 

款 項

国民健康保険事業特別会計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

特 定 保 健 指 導 外 部 委 託 事 業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１１年度まで

２８,３０９

国民健康保険事業特別会計
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議第３号 

 

令和８年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

 

令和８年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,283,834千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千

円と定める。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長    浅 野  健 司      
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第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ３，０６９，９３０

1 介護保険料  ３，０６９，９３０

4 国庫支出金  ３，１５１，６６６

1 国庫負担金  ２，４９８，２３８

2 国庫補助金  ６５３，４２８

5 支払基金交付金  ３，７２６，５２４

1 支払基金交付金  ３，７２６，５２４

6 県支出金  １，９５６，５６４

1 県負担金  １，９５６，５６４

7 財産収入  ５，９２２

1 財産運用収入  ５，９２２

9 繰入金  ２，３６６，７１８

1 一般会計繰入金  ２，０６６，７１８

2 基金繰入金  ３００，０００

10 繰越金  ４，３００

1 繰越金  ４，３００

12 諸収入  ２，２１０

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ３０

4 雑入  ２，０００

 １４，２８３，８３４

款 項

歳　　入　　合　　計

 介護保険事業特別会計

     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １８２，５２２

1 総務管理費  １８２，５２２

2 保険給付費  １３，３７８，５４７

1 保険給付費  １３，３７８，５４７

3 地域支援事業費  ７０７，２２５

1 地域支援事業費  ７０７，２２５

4 保健福祉事業費  ３，０６３

1 保健福祉事業費  ３，０６３

6 諸支出金  １１，４７７

1 償還金及び還付加算金  ４，３００

2 繰出金  ７，１７７

7 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 １４，２８３，８３４歳　　出　　合　　計

 

款 項

介護保険事業特別会計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

介護認定調査員支援システム運用事業
令 和 ８ 年 度 か ら
令和１３年度まで

２９,５７０

介護保険事業特別会計
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議第４号 

 

令和８年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

令和８年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,054,717千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長    浅 野  健 司      

23



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  ２，５３４，５３５

1 後期高齢者医療保険料  ２，５３４，５３５

2 使用料及び手数料  １０

1 手数料  １０

3 繰入金  ２，４５２，５０２

1 他会計繰入金  ２，４５２，５０２

4 繰越金  ６６，５００

1 繰越金  ６６，５００

5 諸収入  １，１７０

1 延滞金、加算金及び過料  １００

2 償還金及び還付加算金  １，０１０

3 預金利子  ５０

5 雑入  １０

 ５，０５４，７１７

款 項

歳　　入　　合　　計

 後期高齢者医療事業特別会計

     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ３４，０４６

1 総務管理費  ３４，０４６

2 後期高齢者医療広域連合納  ５，０１８，１６１

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ５，０１８，１６１

付金

4 諸支出金  ２，５１０

1 償還金及び還付加算金  ２，５１０

 ５，０５４，７１７歳　　出　　合　　計

 

款 項

後期高齢者医療事業特別会計
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議第５号 

 

令和８年度各務原市水道事業会計予算 

 

 

(総則) 

第１条 令和８年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数 ６４，１９１ 戸 

（２）年間総給水量 １７，８８９，０６８ ㎥ 

（３）一日平均給水量 ４９，０１１ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

改良事業費 １，８８０，９５７ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，９２５，００９ 千円 

第１項 営 業 収 益 １，９５０，３０５ 千円 

第２項 営 業 外 収 益 ９７４，７０３ 千円 

第３項 特 別 利 益 １ 千円 

支         出 

第２款 水 道 事 業 費 用 ２，８１８，０１６ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，７０４，５９２ 千円 
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第２項 営 業 外 費 用 １０３，１２４ 千円 

第３項 特 別 損 失 ３００ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８７０，１９９千

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９９，５７７千円、過年度分損益勘定留保資金５０９，２３９千円及び

当年度分損益勘定留保資金２６１，３８３千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第３款 資 本 的 収 入 １，１３３，３０１ 千円 

第１項 負 担 金 ５３６，１０１ 千円 

第２項 企 業 債 ３５８，３００ 千円 

第８項 補 助 金 ２３８，９００ 千円 

支         出 

第４款 資 本 的 支 出 ２，００３，５００ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，９２３，３４２ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ７０，１５８ 千円 

第６項 予 備 費 １０，０００ 千円 
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(債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

活 性 炭 運 搬 処 分 事 業 
令和８年度から 

令和９年度まで 
２０，２３２千円 

水 道 管 路 耐 震 化 事 業 
令和８年度から 

令和９年度まで 
２２５，０００千円 

受 託 関 連 配 水 管 等 布 設 事 業 
令和８年度から 

令和９年度まで 
５０，０００千円 

検 定 満 期 量 水 器 取 替 事 業 
令和８年度から 

令和９年度まで 
４１，３１４千円 

給 水 装 置 復 旧 修 繕 事 業 
令和８年度から 

令和９年度まで 
１，４００千円 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

 

 

 

水 道 事 業 

千円 

 

 

 

３５８，３００ 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年７．０％以内 

 

 

公的資金については、その融資

条件により、銀行その他の場合に

は借入先と協定し、その条件に従

うものとする。 

ただし、市財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、又

は繰上償還若しくは低利に借り

換えすることができる。 

ただし、利率見直し

方式で借り入れる資

金について利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し後

の利率 
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 (予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費 ３２２，５７３ 千円 

(他会計からの補助金) 

第９条 水道事業費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１４９，１５８千円である。 

 (たな卸資産購入限度額) 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、４６，３００千円と定める。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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議第６号 

 

令和８年度各務原市下水道事業会計予算 

 

 

(総則) 

第１条 令和８年度各務原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）排 水 戸 数 ４５，５０７ 戸 

（２）年間総排水量 １３，１１０，１５６ ㎥ 

（３）一日平均排水量 ３５，９１８ ㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

汚水管渠建設費 １，３２４，９５３ 千円 

雨水管渠等建設費 ６１５，２９９ 千円 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収         入 

第１１款 下 水 道 事 業 収 益 ３，１６３，５５３ 千円 

第１項 営 業 収 益 １，９８３，７８９ 千円 

第２項 営 業 外 収 益 １，１７９，７６４ 千円 

支         出 

第２１款 下 水 道 事 業 費 用 ３，１９３，１９６ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，８３６，３１７ 千円 
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第２項 営 業 外 費 用 ３５３，８７９ 千円 

第３項 特 別 損 失 ２，０００ 千円 

第４項 予 備 費 １，０００ 千円 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９６４，９７０千

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９６，０７７千円、過年度分損益勘定留保資金７５０，９２３千円及び

当年度分損益勘定留保資金１１７，９７０千円で補てんするものとする。）。 

収         入 

第３１款 下水道事業資本的収入 ２，４７６，２１２ 千円 

第１項 負 担 金 ２０７，２７８ 千円 

第２項 企 業 債 １，５１０，２００ 千円 

第５項 他 会 計 出 資 金 ９４，７８４ 千円 

第７項 補 助 金 ６６３，９５０ 千円 

支         出 

第４１款 下水道事業資本的支出 ３，４４１，１８２ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，１９５，７４２ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 １，２３５，２４０ 千円 

第５項 過年度補助金等返還金 ２００ 千円 

第６項 予 備 費 １０，０００ 千円 
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 (債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限 度 額 

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 の 

融 資 に 係 る 利 子 補 給 金 

（ 令 和 ８ 年 度 融 資 予 定 分 ） 

令和８年度から 

令和１２年度まで 
１２６千円 

下 水 道 支 線 ・ 

取 付 管 設 置 事 業 

令和８年度から 

令和９年度まで 
５，０００千円 

公 共 汚 水 ま す 等 

設 置 事 業 

令和８年度から 

令和９年度まで 
３４，０００千円 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道 

事 業 

千円 

１，３１３，８００ 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年７．０％以内 

 

 

公的資金については、その融資

条件により、銀行その他の場合に

は借入先と協定し、その条件に従

うものとする。 

ただし、市財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、又

は繰上償還若しくは低利に借り

換えすることができる。 

流域下水道 

事 業 
６７，４００ 

資 本 費 

平 準 化 
１２９，０００ 

(一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

ただし、利率見直し

方式で借り入れる資

金について利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し後

の利率 
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(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用と定める。 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（１）職員給与費 １５６，３３２ 千円 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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